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関東地方整備局

令和７年度 関東地方整備局における
ＩＣＴ活用工事の実施方針

建設業協会

令和７年度入札・契約、総合評価の実施方針等に関する説明資料

資料３



関東地方整備局

工種 種別 細別 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

小規模土工

 

区分 年度

舗装工 舗装工
アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、

排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工

コンクリート舗装

付帯構造物設置工

擁壁工

吹付法枠工

落石雪害防止工

法面工 法面工 植生工、吹付工

地盤改良工 安定処理
路床安定処理工

表層安定処理工

基礎工 矢板工、既製杭工、場所打杭工

固結工 中層混合処理

スラリー撹拌工

バーチカルドレーン工 ペーパードレーン工

河川浚渫 浚渫工

コンクリート堰堤工

民間要望を踏まえ工種拡大

サンドコンパクションパイル工

橋脚・橋台
橋脚躯体工

橋台躯体工

構造物工 橋梁上部

舗装工（修繕工）
切削オーバーレイ工

路面切削工

作業土工（床堀）

土工 土工 1,000㎥以上

1,000㎥未満

砂防土工

河床等掘削

○国交省では、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充している。
○令和７年度においては、地盤改良工（サンドコンパクションパイル工）を追加。
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ＩＣＴ活用工事の適用工種拡大
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令和７年度 ＩＣＴ活用工事 実施要領・積算要領の主な改定点

土工 実施要領

・施工者希望Ⅱ型を発注者指定型へ拡大
・簡易型活用工事の廃止
・工事成績評定の加点廃止
・1,000㎥未満、小規模土工を統合

地盤改良工 実施要領、積算要領

・サンドコンパクションパイル工の追加

河川浚渫工 実施要領

・施工者希望Ⅱ型を発注者指定型へ拡大
・工事成績評定の加点廃止

舗装修繕工 実施要領

・ICT建設機械による施工（必須）
・３次元出来形管理（必須）

各工種 積算要領

・積算方法の明確化
・保守点検費用の別途計上廃止



関東地方整備局
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ＩＣＴ施工原則化

原則化に伴う変更点

○令和７年度よりICT活用工事（土工、河川浚渫）については、原則化に移行

【ＩＣＴ活用工事における提出書類の削減】

〈現状〉
①施工計画書（使用する３次元計測機器、ソフトウェア等）
②３次元設計データチェックシート（Ｒ４年度から簡素化）
③精度確認試験結果報告書
④出来形管理図表 等

〈Ｒ７年度〉

③精度確認試験結果報告書の削減

・精度確認試験結果のみの提出とする。

〈現状〉
・発注者指定型
・施工者希望型
（発注金額、施工数量により決定）

発注者指定型のみ

【発注方式】

〈現状〉
・起工測量から電子納品までの何れかの段階でＩＣＴを活用した工事 ：１点の加点
・起工測量から電子納品までの全ての段階でＩＣＴを活用した工事 ：２点の加点

〈Ｒ７年度〉

【工事成績評点における加点措置の廃止】

廃 止

〈Ｒ７年度〉

④出来形管理図表の提出書類の削減

・デジタルデータを活用し監督・検査等を実施した
場合、出来形管理図表の作成・提出を不要とする。
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ＩＣＴ活用工事 実施要領・積算要領の見直し①

（見直し案）
（中略）上記費用の対象となる出来形管理は、以下の１）～４）とし、それ以外の出来形管理の費用は共通仮設費率
及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。
１）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

○ ICT活用工事 実施要領・積算要領について、受発注者がより理解しやすくなるように記載内容につ
いて見直しを実施

見直し内容（例）

「３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用」について、費用計上できる出来形管理の種類及び
手法について明確に記載。

（現行の記載内容）
３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理※及び３次元データ納品を行う場合における費用の計上
方法について、共通仮設費率、現場管理費率に以下の補正係数を乗じるものとする。

※３次元座標値を面的に取得する機器を用いた
出来形管理とは何かが分かりづらい

（見直し案）
出来形管理の計測範囲において、１ｍ間隔以上（１点/㎡以上）の点密度が確保できる出来形計測を行い、３次元設
計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法（面管理）を実施※し、
３次元データ納品を行った場合の費用計上方法については、・・・・・・・・・・・。

※出来形管理手法について明確に記載

費用計上できる出来形管理の種類を明確に記載

実施要領にも費用計上できる出来形管理の種類を明確に記載

費用計上できる出来形管理を明確に記載。
左記以外の出来形管理を実施しても費用計
上できない旨 実施要領にも記載

【費用計上できる出来形管理の手法を明確に記載】

令和7年2月26日 第20回ICT導入協議会資料より
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ＩＣＴ活用工事 実施要領・積算要領の見直し② （保守点検費用の廃止）

項 目 計上項目 積算方法

① 3次元起工測量 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

② 3次元設計データ作成 共通仮設費 見積徴収 による積上げ

③

ICT建設機械による施工 直接工事費 損料または賃料

（保守点検） 共通仮設費 算定式 による積上げ

（システム初期費） 共通仮設費 定額 による積上げ

④ 3次元出来形管理 共通仮設費 補正係数により算出
される金額と、見積と
を比較し、適切に費用
を計上

⑤ 3次元データ納品 共通仮設費

その他 外注経費等 現場管理費

積算方法

見積徴収 による積上げ

見積徴収 による積上げ

損料または賃料

廃 止

定額による積上げ

以前の運用

発注者

O

K

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元データによる設計・施
工計画

３次元データ等を通
信

⑤
3次元
ﾃﾞｰﾀ
納品

ICT施工のフロー

共通仮設費
補正

1.2

現場管理費
補正

1.1

補正係数により算出
される金額と、見積と
を比較し、適切に費用
を計上

（加算額含む） （加算額含む）

現在の運用

「ＩＣＴ建設機械による施工」の積算における「保守点検費用」の別途計上廃止
【該当工種】ICT土工、砂防土工、河床等掘削、作業土工（床掘）、地盤改良工、河川浚渫、舗装工、舗装修繕工

令和7年2月26日 第20回ICT導入協議会資料より
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ＩＣＴ活用工事 実施要領・積算要領の見直し③ （ICT舗装工（修繕工））

6

【R6年度まで】

○ i-Construction2.0の３本柱である「施工のオートメーション化」の取組を推進するため「ICT建設機械
による施工」必須とする。

【R7年度より】
③ICT建設機械による施工（必須）

or

④３次元出来形管理（必須）

３次元位置を用いた施工管理システ
ムを搭載した建設機械による施工

３次元MCまたは３次元MG建設機械による施工

施工履歴データを用いた出来形管理

３次元計測技術を用いた出来形管理

②３次元設計データ作成①３次元起工測量

検査官

③ＩＣＴ建設機械による施工（選択） ④３次元出来形管理（選択）
レーザースキャナーやトータルス
テーション（ノンプリズム方式）により、
面的（高密度）な３次元測量データを
取得

起工測量による３
次元測量データ
（現況地形）を活用
し、設計図面との
差分から、適切な
施工量を算出。

路面切削の施工において施
工管理システムを搭載した建
設機械による施工を選択し実
施しても良い。

ＯＫ

③ICT建設機械による施工に
おいて、施工管理システムを搭
載した建設機械による施工を
実施した場合、履歴データを活
用した出来形管理を実施して
も良い。

MC路面切削機 MG路面切削機

「３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械」
又は「３次元MCまたは３次元MG建設機械による施工」のどち
らかで施工を必須とする。

「③ICT建設機械による施工」を必須とすることで、「④３次元出来形管
理」も必須とする。

３次元位置を用いた施工管理システムを搭
載した建設機械による施工を実施した場合

３次元MCまたは３次
元MG建設機械による
施工を実施した場合

or

令和7年2月26日 第20回ICT導入協議会資料より
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ＩＣＴ活用工事 提出書類の簡素化① （精度確認試験結果報告書）
令和7年2月26日 第20回ICT導入協議会資料より

○精度試験確認結果書において、精度確認試験の結果のみの提出でもよいことを認めるよう基準を追加

■令和６年度まで ■令和７年度改訂

〇使用する機材の名称及び写真を記載
○検証機器の測定結果及び測定状況（写真）について記載
○本工事で使用する３次元計測機器の測定結果及び測定状況（写真）について記載

上記項目について「水平方向」「鉛直方向」で実施し、精度試験確認結果書として提出

必要な情報は、使用する３次元計測機器の精度
（基準値を満たしているかの可否）

精度確認試験結果報告書のみの提出で可
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令和7年2月26日 第20回ICT導入協議会資料より
ＩＣＴ活用工事 提出書類の簡素化② （出来形管理図表）

出来形管理図表の作成・提出は不要

出来形計測として点群デー
タを取得

出来形管理図表（ヒートマッ
プ）を作成し、
出来形を確認

実地検査においては、ＴＳ
等を活用して書面検査時に
指定した箇所の出来形計
測を行い、設計面と実測値
の標高差が規格値内であ
ることを確認

出来形面管理データを現地へ重ね合わせることで、視覚的・
直感的に全体の出来形確認が可能となり、検査の効率化が可
能となる。（検査時に検測点と出来形データを比較することで
データの整合性を確認。）

①出来形面管理データを現地へ重ね合わせ

②現地の検測点と出来形データを比較して整合性を確認

○出来型面管理データを現地で重ね合わせることで監督・検査等を実施した場合、出来形管理図表の作成・提出
を不要とするよう基準を改定

■令和６年度まで ■令和７年度改訂



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

ＩＣＴ活用工事普及拡大への取組
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関東地方整備局

○国土交通省では「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」を令和７年３月に改訂。
〇関東地方整備局では、受発注者が建設現場の生産性向上を図ることを目的として、この要領（案）を分かり
やすく解説した「３次元計測技術を用いた出来形管理の活用手引き（案）」を全国で初めて作成。

３次元計測技術の出来形管理活用手引き

・共通編と出来形管理編で構成
・図解で分かりやすく解説

【ホームページ掲載場所】
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000044.html

10



関東地方整備局３次元計測技術の出来形管理活用手引き

11



関東地方整備局
小規模施工の実践的な手引き策定

○活動内容
✓アクションプランとして普及促進の活動目標を設定
✓見学会やセミナー等による知見の取得
✓小規模工事におけるICT導入効果の検証を実施

■ＩＣＴ導入効果検証（令和3年11月15日～19日実施）

小型施工機械へのＩＣＴ導入、小規模な現場での３次元設計データ利活用を検証

ICT普及の現状

埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会

普及拡大の取組

・地域を地盤とするC,D等級業者には、いまだICTの
活用がされていない現状がある。

取組内容

●小規模工事ICT施工活用の手引き（案）動画版作成
・手引きの内容の動画を作成し、より判りやすく解説。
【作成動画】
①１から作る３次元設計データ
②３次元設計データを用いた丁張設置
③１人できる小規模ICT施工

●小規模工事ICT施工活用の手引き（案）の見直し

・実工事現場における小規模工事を対象としたICT導入の効果検証を引き続
き実施（埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会の活動の一環として実施）

○見直しイメージ

検証結果
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実現場での実証

小規模工事ICT

施工活用の手引き
（案）

反映「
検
証
結
果
」を
踏
ま
え

た実
現
場
で
の
実
証

反映

現場見学会・
勉強会の実施

水平展開

埼玉県地域建設業ＩＣＴ推進検討協議会

適宜見直し

○地域を地盤とする中小建設業へのICT施工普及拡大を目的に、小規模工事で活用できるICT施工技術等の活用
方法をまとめた、「小規模工事ICT施工活用の手引き（案）」を策定

○今後も引き続き小規模工事で活用できる新たなICTツールの調査や、実工事現場での導入効果検証による手
引きの見直しを行っていく。

【ホームページ掲載場所】
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000252.html
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関東地方整備局関東ＩＣＴアドバイザー制度

○ 地域の施工者や発注者が、ＩＣＴ活用時に生じた疑問点や技術選定の課題などに対して、助言や技術的指導
等の実践的な支援を受けることができる、ＩＣＴアドバイザー制度を設置。

○ＩＣＴ施工関係に熟練した企業者を公募し、現在６０社のアドバイザーを認定して名簿をＨＰで公開。
○ アドバイザー活動の活性化を目的にICTアドバイザー会議を開催。
○活動いただいたアドバイザーに感謝状を贈呈。顕著な活動を実施したアドバイザーには記念品を贈呈。

支援内容

【アドバイザー６０社の内訳】

ＩＣＴ施工（３Ｄ測量・３Ｄ設計データ
作成・ＩＣＴ建設機械）に関する助言
や技術的指導

（複数選択有）

誰でも聞ける

ＩＣＴアドバイザー

施工者・発注者
ＩＣＴ施工を初めて実施する施工者や、技術や機器選定で悩んでいる施工者、

ＩＣＴ施工に不慣れな発注者・監督職員等が自由に利用可能

関東地方整備局
名簿をＨＰで公開

ＩＣＴアドバイザー

アドバイザー名簿
の閲覧、選定

１ ２ ３

４

支援開始・完了報告

支援の流れ

技術相談
講師依頼

アドバイス
講師

公募・認定

Ｒ６取組

○ＩＣＴアドバイザー会議の開催

・アドバイザー活動の活性化を目的に、ＩＣＴアドバイザー会議を開催。
アドバイザー活動内容の報告や活動に対する課題等について、アドバイザー
相互での情報共有を行い、アドバイザー活動の充実化を図る。

○ＩＣＴアドバイザー感謝状贈呈

・ＩＣＴアドバイザーの活動に対し、
感謝の意を表するため感謝状を贈呈。
また、顕著な活動を実施していただいた
アドバイザーには記念品（i-Con金バッジ）
を贈呈。

○Ｒ６ＩＣＴアドバイザー活動実績

・令和６年度は、４５社が延べ２８１回の活動を実施。

【ホームページ掲載場所】
https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst00000010.html

企業区分 登録分野

測量会社 21 Ⅰ ３Ｄ計測 45

土木コンサル 9 Ⅱ ３Ｄ設計 33

施工会社 21 Ⅲ ＩＣＴ施工 34

ソフト会社 4 Ⅳ ３Ｄ管理 26

測量機器会社 4 Ⅴ 総合マネ 27

建設機械会社 2 Ⅵ 研修・講習 34

リース会社 12

その他 5
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関東地方整備局関東地整のＩＣＴ施工活用支援

ＩＣＴメールセンターＩＣＴ施工資料集 ＩＣＴ活用工事に関するＦＡＱ

【ホームページ掲載場所】
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000021.html

○ 関東地方整備局のホームページでＩＣＴ施工に関する各種支援を掲載。
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関東地方整備局人材育成の取り組み 関東DX・i-Construction人材育成センター

【ホームページ掲載場所】
https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst00000006.html

令和７年度 ＤＸ関係研修・講習会の予定
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関東地方整備局
i-Construction（ICT施工）の導入に関する補助金等

国土交通省ホームページ ＴＯＰ

「技術調査」をクリック

このバナーをクリック

○ ICT導入に役立つ補助金や低利融資制度・優遇税制などは、中小企業庁（経済産業省）や金融公庫など様々な機関 が制度を

所管

○ これらは生産性向上や中小企業支援を目的としているが、ICT施工に適用可能な制度もある（ICT施工に特化していない）

○ 各種制度をとりまとめた資料を国土交通本省のホームページで公表

「技術調査」ページの右側
バナー一覧から

R7.1時点ＱＲ ＣＯＤＥ
※PDFファイルのため、更新されている
場合があります。

【ホームページ掲載場所】
https://www.mlit.go.jp/index.html
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